
20231230 FM 研 2023年度 SGEC/PEFC ジャパン委託事業             

    

                    

 

 

  

一般社団法人 緑の循環認証会議（SGEC/PEFC ジャパン） 

 次期 SGEC/FM 規格改正に向けた

関係者会合 
地域材振興・脱炭素・生物多様性保全の地域実践 

 
 

 

 

 

 

2024 年（令和 5 年）3 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 緑の循環認証会議事務局 

 

SGEC/31-01-01 PEFC/31-01-01



１ 

 

はじめに 
 

SGEC が 2003 年に設立されて，20 周年を迎えた。2018 年の PEFC 規格改正に対応するた

め，「持続可能な森林認証規格及びグループ森林管理認証検討会」を事務局内に組織し，

SGEC・FM規格改正案の検討を行ったが，2022 年 1月に相互承認の継続が承認されたのを契

機に同検討会作業グループを中心に森林管理制度研究会を組織し，2025 年度に予定される

次期更新審査に向けた課題を検討した。 

本年度の報告書では，昨年度の報告書で提起した SGEC・FM認証規格に関する課題を以下

の作業グループを組織し，具体化に向けた検討を進め，11月 30日に開催した「次期 SGEC/FM

規格改正に向けた関係者会合」で報告を行い，SGEC・FM 認証取得組織・グループ認証協議

会事務局，関係都道府県・市町村，認証機関・認定機関，林業・木材関連産業，研究・教育

機関等の関係者 56人と意見交換を行った。 

② SGEC事務局：梶谷辰哉（事務局長），田中里美（企画部長），三島征一（参与） 

②森林管理制度研究会：志賀和人（林業経済研究所理事・フェロー研究員），早舩真智(森

林総合研究所林業動向解析研究室研究員），茂木もも子 (東京農業大学地域環境科学部

准教授） 

③専門委員：土屋俊幸（林業経済研究所・所長，日本自然保護協会専務理事，東京農工大

学名誉教授），淡田和宏（全国森林組合連合会組織部部長） 

本年度の報告書のとりまとめは，志賀と早舩が担当した。本報告書が SGEC認証制度の発

展と持続可能な森林管理の構築に貢献できれば幸いである。また，検討作業と現地調査，関

係者会合の開催にご協力いただいた SGEC事務局，認証・認定機関，認証取得組織の関係者

の皆様にお礼申し上げる。 

 

2024年 3月 20日 

森林管理制度研究会 代表 志賀 和人 
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Ⅰ 本年度の検討課題と検討の進め方 

 

１ 検討の趣旨と本年度の検討項目 

 

（1）検討の趣旨 

本年度は，SGEC が 2003 年に設立されて 20 周年に当たる。SGEC は 2016 年に PEFC と相互承認

し，PEFC認証の管理団体として承認され，2021年に第 2期更新審査を迎えた。2018年の PEFC規

格改正に対応するため，「持続可能な森林認証規格及びグループ森林管理認証検討会」を事務局内

に組織し，SGEC・FM規格改正案の検討を行ったが，2022年 1月に相互承認の継続が承認されたの

を契機に同検討会作業グループを中心に森林管理制度研究会を組織し，次期規格改正及び PEFCの

承認の更新に向けた課題を検討した。本年度は，昨年度の報告書で提起した SGEC・FM認証規格に

関する検討項目に関して，以下の作業グループと検討体制で具体化に向けた検討を進めた。 

 

（2）本年度の検討項目 

 2022年度報告書の「SGEC本部の役割と検討課題」で指摘した以下の課題について，作業グル

ープにより具体的検討を行い，利害関係者の意見を聴取した。 

①生物多様性の保全と生態系サービス，脱炭素・気候変動対策：生物多様性の保全と脱炭素・

気候変動対策に関する課題を検討し，本年度は全森連・農林中金による J-クレジット・サポート

制度や自然保護団体等との連携のあり方と 2050 年ゼロカーボンシティ表明自治体や都道府県・森

林組合等との連携を推進する。 

②地域材振興施策と連携した SGEC・地域ロゴのデュアル表示：都道府県・市町村等の県産材・

地域材振興施策と連携し，SGEC（国際基準に適合した森林管理表示）と地域材ロゴ（森林管理ユ

ニットを単位とする管理者表示）のデュアル表示を検討する。 

③2021年「SGEC持続可能な森林管理－要求事項」の付属書「運用ガイドライン」（2015年 SGEC

文書 3「SGEC森林管理認証基準・指標・ガイドライン」を 2021年改正で改訂）に準拠した検証項

目・現地確認事項の検討：PEFCにより承認された森林管理規格の認証業務を実行する認証機関に

関する要求事項（PEFC ST1004 202X）への対応と併せて，SGEC 参考文書１「森林管理認証審査の

検証規格及び CoC審査検証規格の現地確認事項」（2017年制定）等を再検討する。また，生物多

様性の保全や景観形成などに関する「森林管理単位(FMU)」と「それ以外の適切なレベルで適用す

べき管理とパフォーマンスに関する要求事項」の区分と運用方針に関する検討を行う。 

④認証機関に関する要求事項（PEFC ST 1004-2023）への対応と森林管理ユニット（FMU）のガ

バナンス強化：同 PEFC 規格施行への対応（3.25 レビュワー，6.1.2.2 審査報告書の概要の公開，

7.2.3.2 h) 森林管理単位の数などへの対応方針）を検討するとともに次期更新承認審査に向けた

標準とガバナンスの改善方針を検討する。 

 ⑤関係組織との連携と広報戦略及び認証業務のデジタル化：PEFC規格の「森林外樹木」や認

証業務のデジタル化に関する対応も要検討と考えるが，本年度の検討事項からは除外した。 
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２ 作業グループと検討体制 

 

（1）作業グループの構成 

上記の課題を検討するため，以下の作業グループを組織した。 

①SGEC事務局：梶谷辰哉（事務局長），田中里美（企画部長），三島征一（参与） 

②森林管理制度研究会：志賀和人（林業経済研究所理事・フェロー研究員），早舩真智(森林総

合研究所林業動向解析研究室研究員），茂木も子（東京農業大学地域環境科学部准教授） 

③専門委員：土屋俊幸（林業経済研究所・所長，日本自然保護協会専務理事，東京農工大学名

誉教授），淡田和宏（全国森林組合連合会組織部部長） 

このほかに都道府県担当者・森林認証協議会事務局，認証・認定機関など検討課題に応じて，

参考情報・意見聴取の機会を設けた。 

 

（2）検討体制 

以下の検討体制で本年度の検討を進めた。 

《総括・SGEC事務局との調整・報告書作成》 

 志賀和人・早舩真智 

《生物多様性保全，脱炭素・気候変動対策》 

土屋俊幸（生物多様性保全とネイチャーポジティブ） 

淡田和宏（森林クレジットと森林認証の連携） 

《地域材振興と SGEC・地域材ロゴのデュアル表示》 

志賀和人・SGEC/PEFC ジャパン事務局 

《現地確認事項及び ST1004 対応》 

 三島征一・田中里美 

 

（3）検討日程 

以下の作業グループ打ち合わせと Web 会議を併用し，検討と意見聴取を行い，11 月 30 日に開

催した「次期 SGEC/FM規格改正に向けた関係者会合」で，SGEC・FM認証取得組織・グループ認証

協議会事務局，関係都道府県・市町村，認証機関・認定機関，林業・木材関連産業，研究・教育機

関等の参加者 56人と意見交換を行った。 

①作業グループ打ち合わせ 第 1回 6月 29日，第 2回 9月 7日 

②FM認証機関，都道府県等の意見聴取（志賀） 

③次期 SGEC/FM規格改正に向けた関係者会合 11月 30日 

 ④報告書のとりまとめ 2月末原稿提出 
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Ⅱ 次期 SGEC 森林管理認証規格改正に向けた関係者会合 

 

１ 開催の趣旨と開催プログラム 

 

（1）開催の趣旨 

SGEC が 2003 年に設立されて 20 周年を迎えた。2022 年に PEFC 相互承認が更新されたのを契機

に事務局内に SGEC/FM 規格検討 WG を設置し，次期更新承認の審査に向けた課題の検討に着手し

た。同 WGでは，本年度の検討課題として地域材振興・脱炭素・生物多様性保全の地域実践に SGEC

認証として何ができるのかについて，FM・CoC認証取得者，認証機関，国都道府県・市町村，森林

組合関係者など，SGEC/PEFC 森林認証と地域材振興及び脱炭素・生物多様性保全問題に興味を持つ

広範な方々との意見・情報交換を通じて，さらにその検討を進めることとした。 

  

（2）開催プログラム 

 10：00 開催あいさつ SGEC/PEFCジャパン会長  前田直登 

  《FM認証規格検討 WGメンバーからの報告》 

10：10 SGEC・FM認証規格検討 WGと検討事項 志賀和人 

 10：45  生物多様性の保全とネイチャーポジティブ 土屋俊幸 

 11：20 森林クレジットと森林認証の連携 淡田和宏 

 11：55 SGEC・FM規格に関する検討事項 三島征一 

 12：10 （昼食・休憩） 

 13：10 報告に即した質疑(進行：志賀・早舩・茂木) 

参加者：会合参加者・報告者・SGEC事務局 

 14：00 意見交換と討議（参加者：会合参加者・報告者・SGEC事務局) 

 15：20 閉会あいさつ SGEC/PEFCジャパン事務局長 梶谷辰哉 

 15：30 閉会 

 

（3）参加者 56人（事務局・報告者を除く） 

 SGEC・FM認証取得組織・グループ認証協議会事務局 15人 

 都道府県・市町村 14人 

 認証機関・認定機関 12人 

 林業・木材関連産業 6 人 

 研究・教育機関 9人 
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２ 開催あいさつ 前田直登（SGEC/PEFCジャパン会長） 

 

SGEC/PEFCジャパンの会長を務めております前田と申します。本日は，お忙しいなか，「次期 SGEC

森林管理認証規格改正に向けた関係者会合」に，対面並びに多数のオンラインの方々のご出席を

賜りまして誠にありがとうございます。 

 

SGEC森林認証規格は 2003年に我が国初の，そして唯一の規格として制定され，今年で 20周年

を迎えました。2016年には PEFCの相互承認を受け，以来，国際的にも通用する規格に発展しまし

た。SGECの認証森林面積は近年順調に伸び続けるなかで，その規格については一昨年来より見直

しが進められ，2021 年（令和 4 年）6 月には改正規格が施行され，2022 年にはその規格の PEFC

相互承認を得て，現在にいたっているところです。 

 

このようななか，世界的には地球温暖化防止，生物多様性保全の規程が大きく取り上げられる

とともに国内では地域の林業の活性化が大きな課題となっています。 

 

そこで事務局内では，SGEC森林規格を検討する当ワーキンググループを設置し，今後行われる

次期規格改正と PEFCの承認の更新審査に向けた課題の検討に着手したところです。 

 

このワーキンググループでは，本年度の検討課題として，地域材振興・脱炭素・生物多様性保

全の地域実践を取り上げており，そのなかで，本日は『SGEC 認証に何が求められているのか？』

について，ご参加の FM・COC 認証取得者，認証機関，国都道府県・市町村，森林組合関係者，教

育機関等々の皆様，及び SGEC/PEFC 森林認証と地域材振興，脱炭素・生物多様性保全問題に興味

を持つ広範な皆様との意見・情報交換を通じて，さらにその検討を深め進めることと致しました。 

 

本日発表をお願い致しました，林業経済研究所理事・フェロー研究員，SGEC/PEFC ジャパン理

事の志賀先生，林業経済研究所所長，日本自然保護協会専務理事，東京農工大学名誉教授の土屋

先生，全国森林組合連合会組織部部長の淡田様には，お忙しいなかご準備をいただき，感謝申し

上げますとともに，本関係者会合が SGEC/PEFC 森林認証の更なる発展の契機となりますことを祈

念し，冒頭のあいさつといたします。 
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３ SGEC・FM認証規格検討 WGと検討事項 志賀和人 
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参考資料 森林認証協議会 FMU規約例（試案） 

 

（目的） 

第 1 条 〇〇森林認証協議会〇〇管理ユニットは，構成員相互の協力により SGEC から森林認証を受け

た森林について，認証規格に基づく森林管理を通じて，「持続可能な森林管理」と地域材振興による

「緑の循環」を実現することを目的とする。 

（名称） 

第 2 条 このグループは，〇〇森林認証協議会〇〇管理ユニット」（以下「本管理ユニット」という。）

と称する。 

（所在） 

第 3 条 本管理ユニットの事務所は，〇〇市〇〇（〇〇森林組合事務所）におく。 

（構成員） 

第 4 条 本管理ユニットは，〇〇市〇〇地域内に森林を所有又は，管理し，SGEC 規格，森林管理計画

及び当規約を遵守することを文書により表明した法人又は個人，団体等をもって構成された森林管

理計画の代表者で構成する。（別紙 1「名簿」，別紙 2「組織図」，別紙 3「管理ユニット構成者の取得

免許・資格等」） 

（管理責任者） 

第 5 条 本管理ユニットに管理ユニット管理責任者をおく。管理ユニット責任者は，〇〇森林組合長

とする。 

（役員） 

第 6 条 本管理ユニットに次の役員をおき，管理ユニット総会の承認を経て管理ユニット責任者が構

成員の中から任命する。任期は 5 年とし，再任を妨げない。 

（1）管理ユニット監事 

（管理責任者の業務） 

第 7 条 管理ユニット責任者の業務は，次のとおりとする。 

（1）管理ユニットを代表し会務を総理すること 

（2）構成員の入会及び脱退，除名に関すること 

（3）認証規準を遵守するための規定，管理ユニット規約等の作成に関すること 

（4）管理ユニット業務を統括し，規準の遵守を指導，指示すること 

（5）規準不適合事項の改善対策に関すること 

（6）管理ユニット業務の集計，公表，公報に関すること 

（7）マーケティングに関すること 

（8）その他目的達成のために必要な事項に関すること 

（監事の業務） 

第 8 条 本監事の業務は，本管理ユニットの事業内容，経理の監査を行うものとする。 

（構成員の業務） 

第 9 条 構成員の業務は，次のとおりとする。 

（1）認証規格等を遵守した森林管理計画内の森林管理に関すること 
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（2）収穫物の販売 

（3）管理ユニット責任者からの伝達文書の収受 

（4）管理ユニット責任者への業務内容及び認証森林の異動等の報告 

（5）個々の森林所有者との間で管理ユニット規約を遵守することを文書によって合意すること 

（会議） 

第 10 条 本管理ユニットの会議は，管理ユニット総会（年 1 回以上）とし，管理ユニット管理責任者

が招集し，議長となる。 

2 会議は，半数以上の出席がなければ成立しない。 

3 会議の議事は，出席者の過半数で決し，同数の場合は管理責任者が決する。 

（議決事項） 

第 11 条 管理ユニット総会において議決する事項は，次のとおりとする。 

（1）経費に関すること 

（2）事業計画及び実績に関すること 

（3）予算及び決算に関すること 

（4）管理ユニット規約の改廃に関すること 

（5）重要な規準不適合事項の対策の承認に関すること 

（入会，脱退及び除名） 

第 12 条 本管理ユニットに入会しようとする者は，管理ユニット責任者に「入会申請書」（様式第 1

号），「管理ユニット規約等遵守誓約書」（様式第 2 号），森林所有者からの「SGEC 森林認証取得等合

意書」（様式第 8 号）及びその他関係書類を提出する。管理ユニット責任者は「入会資格チェックリ

スト」（別紙 4）により確認し，入会要件に適合している場合は入会を承認し，「入会承諾書」（様式

第 4 号）により通知するとともに，「登録台帳」（別紙 5）を作成する。なお，入会しようとする者が

管理するすべての森林のうち一部を除いて入会する場合は，「除外森林説明書」（様式第 5 号）を提

出しなければならない。 

2 本管理ユニットを脱退しようとする者は，「脱退届出書」（様式第 6 号）を提出し，管理ユニット責

任者がこれを承認し，「脱退承認書」（様式第 7 号）により通知する。 

3 管理ユニット責任者は，次のいずれかに該当する場合，構成員を除名することができる。除名する

場合には，その理由を付し通知する。（様式第 8 号） 

（1）不適合事項に対する改善処置を行わない場合 

（2）ロゴマークの不正使用，表示違反があった場合 

（3）負担金等を支払わなかった場合 

4 管理ユニット管理責任者は，構成員の入会，脱退，除名及び認証森林面積の変更があった場合には，

その半月以内に FM 認証管理責任者へ通知する。（様式第 9 号） 

5 脱退承認及び除名通告を受けた構成員は，直ちに SGEC 及び認証機関の名称，その他認証に付随す

るロゴマーク等の使用を中止し，認証証明書類を管理ユニット管理責任者へ返却すること。 

（文書管理） 

第 13 条 管理ユニット責任者の管理する文書は，保存文書一覧（別紙 6）とし，管理方法は，次のと

おりとする。 
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（1）管理文書一覧の原本を管理し，常に最新のものを維持すること 

（2）文書類の更新があった場合は，速やかに構成員に配布すること 

（3）構成員への文書の配布は，文書受払簿（別紙 7）に記録すること 

（4）管理文書を情報公開すること 

（会計） 

第 14条 本管理ユニットの毎年度の経費は，〇〇森林組合及び構成員からの負担金等をもって充てる。 

（経費） 

第 15 条 本管理ユニットの認証取得及び継続に関する経費は，認証林の管理面積等に応じて別途定め

ることとする。なお，年度途中に脱退又は除名処分された場合，納入された負担金は，返金しない。 

（事業年度） 

第 16 条 本管理ユニットの事業年度は，毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

（事務局） 

第 17 条 本管理ユニットに事務局を設け，〇〇森林組合におく。 

（その他） 

第 18 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は，管理ユニット責任者が別に定める。 

附則 この規約は，令和〇年〇月〇日から施行する。 

（様式及び別紙は省略） 
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４  生物多様性の保全とネイチャーポジティブ 土屋俊幸 
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５ 森林クレジットと森林認証の連携 淡田和宏 
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６ SGEC・FM規格に関する検討事項 三島征一 
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Ⅲ 質疑と意見交換 

 

１ 各報告に即した質疑 

 当日の質疑と意見交換の内容を検討会作業グループとして，以下の通り要約した（質問者の所

属と名前は省略）。質問に対する報告者以外の回答は，回答者名を（  ）で示した。  

 

（1）志賀報告への質問と回答 

① SGEC マークと地域ロゴデュアル表示は，例えば J クレジット登録林等をイメージするがど

うか。 

回答：J-クレジット登録林を特段意識している訳ではなく，森林認証のロゴとして生協や農協・

漁協，郵便局など地域とのつながりの深い組織や企業でも FSC ミックスの表示を採用しているこ

とが多いのが現状だと思う。SGECマークと地域ロゴデュアル表示の提案は，せめて地域で都道府

県や市町村，地元企業と連携して，地域材と SGEC のロゴを表示できる機会を SGEC が先導して取

り組んでも良いのではと考えた。報告でも述べたように SGEC認証のアイデンティティや消費者へ

の PEFC/SGEC のロゴマークと地域の認証材振興施策の連携による地域材振興と管理者の顔の見え

る関係をアピールすることができるのではないか。 

 

② 管理ユニットについて，現在，グループ認証協議会（37会員）のなかに運営委員会があり，

その会員の担当者の集まりで協議会の考えや運営方法などの詳細を決めている。それを活用

する方法でも良いのではと考えるがどうか。新たに規約策定や負担金を徴収するのは大変だ

と思うので，臨機応変に対応して良いのではないかと考えるがどうか。絶対にこのようなユ

ニットを作るということか。 

回答：PEFCや SGECの FM規格に森林管理ユニット（FMU）に関する規定があり，その定義と運用

の整合性は確保していく必要性があると考えている。試案として報告のなかで提示した規約は，

認証取得者のローカル文書という位置づけになるので，その内容は FM認証規格の要求事項に満た

せば，認証取得者の自由裁量で変更や追加，削除が可能である。報告では FSC のグループ認証に

おけるサイト規約等も参照し，この様なイメージであるということを例示したものである。ただ

し，生物多様性の保全や違法伐採対策への取組みが重要性を増すなかで，SGEC 認証の信頼性と透

明性を高めていくためには，森林管理ユニットを通じた管理とガバナンスの信頼性を外部に示し

ていく必要があるので，今後の規格改正に関する議論のなかで森林管理ユニットの定義と運用を

地域の現状に即したものに軟着陸させていく必要があるだろうと思っている。 

 

（2）土屋報告への質問と回答 

① 土屋報告の資料に記載があるように WWF ジャパンが FSC 認証の TNFD との親和性を検証する

取り組みを行っている。TNFD は今後，林業に与える影響は大きなものになると思うが SGEC も同

様の検証を行う予定があるか？SGEC 認証と TNFD がどのように関連し，SGEC 認証と自然共生サイ

トがどのように関連するか，明確にすることにより SGEC 認証の付加価値に通じると思うがどう
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か。 

回答：TNFD や 30by30 にどの様に対応していくのは，SGEC の成長段階に関わってくると考えて

いる。TNFD や 30by30 には，FSC が先行して対応しているのは間違いないので，SGEC の認識を提

案していく必要があると考えている。 

補足回答（SGEC 事務局）：生物多様性の問題のなかで，TNFD は大きな問題になっていくと考え

ている。特に問い合わせが多いのは，Leapアプローチにどの様に貢献できるのかがポイントにな

ると思っている。Locate（発見）や Evaluate（診断）は，生物多様性の保全が認証規格に位置づ

けられているので，おそらく対応できるものと考えている。また，リスク評価が具体的になされ

れば，毎年の定期審査において Assess（評価）も可能であり，Prepare（準備）は，森林認証原材

料を自社の事業戦略に位置づけることにより，自社の目標管理の指標にもなりえるかもしれない。

いずれにしてもこの問題に具体的にどのように対応できるか，今後検討していきたい。 

 

② 北海道では，先住民族であるアイヌ民族の森林に係る利益に配慮するように求められている

が，OECMに平取町が取り組んでいる文科省の重要文化的景観の保全に対する協力や農水省の

国有林野契約制度等もカウントしていただけると，北海道内に社有林を有する企業等にとっ

て，指標が立てやすくなると思う。 

回答：現時点では，OECM の議論に先住民族の問題は，メインになっていないが ISCN の議論で

は，先住民族の権利や土地の確保も大きな課題である。OECMの際にも先住民族の管理している土

地は考慮されるべきではないかという議論が起きる可能性は高いと考える。日本国内で考えると

環境省とは別に各省庁が別のスキームで検討していくことが考えられるが，そのなかで文科省の

話題は出ていない。農林水産省に関しても農業型の直接支払制度のなかでの言及は出てくる可能

性もあるが，その様な機会があれば先住民族の問題に関しても意見を述べていきたいと考える。 

補足回答（SGEC 事務局）：自然共生サイトについては，非常に重要な部分であると認識してお

り，規格を検討していく段階で関係機関との連携を考えていきたい。実際，SGECの FM規格におい

て，アイヌ民族の関係は重要視しているところであり，今後も関係機関との連携も含め対応して

いきたい。 

 

③ 自然共生サイトと認証の関係性について，同意見であるがさらに補足があれば報告者の意見

をうかがいたい。 

回答：人工林の生物多様性の取り組みをどの様に評価し，自然共生サイトや同サイト以外で評

価し，何らかの形で社会的認知を行っていく必要性があると考えている。それぞれの認証林で様々

な試みや努力はされているので，ひとまずはその様な取組みをすくいあげ，まとめるのが重要で

あると考える。生物多様性の取り組みは，日本の取組みのなかで定式化しておらず，評価に繋が

っていない部分がある。制度としては，人工林の生物多様性の試みを引き上げていくことが重要

である。例えば，共生サイトとして指定していくアイディアが出てくるのかがポイントになる。

特にモニタリングが難しい場合，モニタリングの代わりに生物多様性に配慮した施業を行ってい

ることを提示していくのもあり得る。そうでないとコストがかかり，モニタリングは大企業では

対応できるが，中小企業ではコストがあまりにもかかってしまう恐れもある。 
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質問者による補足：人工林の伐採の前後でモニタリングを行っているが，人工林の生物多様性

への対応は，多様な齢級構成を確保するというのがあり得ると考える。もう１つは OECMだけでは

なく，保護林と言われている国立公園でも人工林が含まれている。保安林の人工林が特段何かさ

れている訳ではないので，その様な議論に持って行く可能性はあると考える。 

 

（3）淡田報告への質問と回答 

① SGECの FM認証取得林で J-クレジットを取得する際のメリットについて，クレジット販売価

格の観点以外に取り組みに親和性があるとの説明でしたが，この点について補足をお願いしたい。

例えば，SGEC認証で行っているモニタリング活動がそのまま J-クレジットのデータの取りまとめ

に活用できるなど，オーバーラップした活動があるのか。 

回答：取り組みに対する親和性を述べたが，J-クレジットのプロジェクト申請にあたって，大

変な部分は森林所有者の合意を取り付けることにある。大規模所有や社有林となるとその様な苦

労はないが，森林組合系統では森林所有者の合意は大きな障壁になる。しかし，SGEC認証をすで

に取得している場所であれば，森林所有者との連絡の簡易性があり親和性が高いと考えた。また，

J-クレジットでのモニタリングでは，二酸化炭素の吸収量を明確にするために地位を明確にする

必要性がある。地位の特定は樹種毎に 30ha毎にプロットを設定して調査する必要があるが，レー

ザー測量の調査データを活用できる。現状では森林認証とオーバーラップする部分は少ないが，

J-クレジットの対象林が人工林となるなかで人工林のなかでどこを施業したのか，整備したのか

を明らかにすることは，生物多様性の担保にもリンクできるのではないかと考える。それ以外に

も制度を事務局側として使えるというものがあれば，J-クレジットは森林経営計画が認定された

場所であるので，森林認証林は別格で扱えることを期待している。 

 

② J-クレジットと森林認証の関係について，認証林で創出されたクレジットの付加価値につい

て言及されたが，全森連が現在把握されているなかで，非認証林に比べて，認証林におけるクレ

ジットのほうに需要があるのか。また，今後，そうなっていくという見込みでの話なのか。それ

ぞれの制度で親和性があるとのお話だったが，それぞれで必要な審査などが簡素化されたりしな

いのか。両方の取り組みを連携することで，事務手続きや現地対応などが大変になることもあろ

うかと思うが，その点はいかがか。 

回答：クレジットの価格を決めるのは購入側である。そのため，一概に認証林の方が良いとい

うのは言いづらい状況にあるが，企業がクレジットを買うのは単なるお金の問題だけではなく，

地域貢献等があり企業としての PRも検討していると思う。購入した先が認証林である場合は，企

業として当然，森林の評価は高くなると期待している。販売するときに認証林であることは PRで

きるので，積極的にアプローチしていきたい。認証取得，J-クレジット登録の際の事務手続きの

簡素化は，今時点でどこまでできるかは不明であるが，J-クレジットで施業地を特定する際に林

小班そのままではなく，GISで実際の施業地を特定していくので，その取組みを認証でも活用でき

るのであれば省力化できる可能性はあると考える。 
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２ 意見交換と補足意見 

（1）J-クレジットに関する現在の状況共有（全森連宮城担当部長からの補足意見） 

認証林の J-クレジットの価格動向は，東京証券取引所が 2023年 10月にカーボンクレジット市

場を開始している。そのため，企業側の評価が見える価格が出ているが，まだ取引量が少なく，

銘柄別の価格取引になっていない。銘柄別の売買になると認証のクレジットを分けていくことは

できる。現在，森林のクレジット販売価格は，太陽光に比較して倍の価格になっており，森林は

高いとみなされることも少し懸念している。価格の動向については，推移を把握していきたい。 

 

（2）SGEC規格の改正スケジュール案（SGEC事務局） 

現在の規格は，2021年 6月に施行され，5年ごとに必要な改正となっている。2026年 5月 31日

までに見直しが必要になる。PEFC規格改正の動向を踏まえる必要があり，FM認証機関に関する要

求事項は作業が進んでおり，2025年 1月に規格（ST1004）改正され，施行される予定である。そ

の移行期間が複雑である（4 年間をかけて行われる）が，2029 年 6 月に改正規格への移行を完了

することを考えている。時間と労力の無駄を省くために一気に改正したいと考えている。欧州を

中心に，EUDRへの対応が活発に議論されており，PEFCでは，EUDR用のボランタリーな規格づくり

が進められており，2024 年 9 月に施行を目指している。EUDR においては，FM の関係だと地理的

な位置情報を緯度経度で示すことが求められている。PEFCとしては，とりあえずボランタリーと

して規格とするが，次回の改正では本規格として盛り込むことも検討するとしている。CoCについ

ては，EUDRの DDSへの対応を盛り込むことも検討されている。ST1004については，審査における

リスクベーストアプローチが新たに規定される予定である。このことは TNFD への貢献になりうる

感触を持っている。 

《改正スケジュール》 

2025年 3月 改正プロセスの開始（理事会決定，PEFC本部に通知） 

2025年 3月～2026年 2月 改正規格の改正作業および規格管理委員会の開催，パブリックコメ

ントなど必要な手続きの実施 

2026年 3月 改正規格の決定（理事会） 

2026年 4月 PEFCに相互承認申請 

2026年 6月 改正規格の施行（移行期間は 3年，ただし，SGEC規格文書 5-1及び 5-2認証機関

に関する要求事項（PEFC のスタンダードの改正等により改正の必要が生じた場合）は 2 年

=2028年 6月） 

2026年 6月～2028年 6月 改正規格に基づく認定，審査員に対する改正規格に関する研修の実              

施 

2029年 6月 改正規格に移行完了 

今回は，ST1004 や EUDR への対応が主体で前回のような大幅な枠組みを含めた改正ではないと

いう認識で良いか（志賀）→その認識で問題ない（SGEC事務局）。 

 

（2）報告者のコメント 

土屋：関わり始めたばかりなので１人での作業は厳しいので，皆さんと一緒に取り組んでいき



52 

 

たい。J-クレジットとの連携，TNFD，生物多様性について，認証と踏まえて，効率的にかつ外部

に発信できると魅力が増していくと考えている。梶谷事務局長の話からは，あまり議論の猶予が

ないと感じたのだが，議論を深めていく必要があると考える。 

淡田：J-クレジットの立場で話しを行ったが，SGECと連携できると効率的であると考えている。

森林組合系統の話で行くと今後，人工林を考えていかないといけない。人工林の多くが小規模分

散になっており，そのなかでどの様にうまくやっていけるかの１つが J-クレジットへの取組みに

なっている。J-クレジットをうまく活用していくためにも，森林認証の力を借りていきたいと考

えている。人工林もすべてを均一に手入れしていくことは難しい。しかし，必要な作業や手入れ

をしていくことで，J-クレジットはそこで利益を生み出すことができ，生産に向いていない箇所

でも利益を生み出せることを期待していきたい。 

三島：地球温暖化と生物多様性が世界の議論の柱になるなかで，地球温暖化対応は全森連，生

物多様性は土屋氏のお話がいただけた。SGECは黒字団体にはなったが，事業者の支援グループは

三層構造であり，設立当初から支援しつづけてくれた賛助会員，PEFC相互承認後には，森林認証

促進協議会ができ，さらにマーケッティングプロジェクトができたが，最初から支援してくれて

きた賛助会員への恩を忘れてはいけないと考えている。また，それに加えてこの会合にご参加く

ださった皆様のような実務専門家や研究者が支援してくださっている。この様な意見をさらに取

り込んで，20年継続してきた SGECを次の発展に繋げていく必要があると考える。可能ならば、参

与という立場で今後も関与していきたい。  

志賀：20周年を契機として，SGECの今後のアイデンティティの発揮をどう考えるのかという観

点から今回の企画をお願いした。私は SGEC が出来る前から 30 年ほど日本の森林認証の取組みに

関わっているが，30年間継続できたのは，何だろうかと改めて考えている。国際的な枠組みを地

域にどの様に適用していくのか。PEFCを構築，先導した欧州諸国の関係者の森林管理に関する基

礎理念として，産業・行政組織としての地域の森林管理に関する当事者性や歴史認識があると感

じているが，日本においてもそれに共感できる方々との連携により国際的枠組みと地域実践を

SGECへの取組みを通じて実現できないかと考えている。会議中に永田町ビルの Wi-Fiがダウンし，

参加者にご迷惑をかけたことをお詫びするが，それでも本会合における運営のレジリエンスが維

持できたのは事務局や関係者の支えによると感謝している。PEFC相互承認の 3期目に向けた飛躍

を期待している。 

 

３ 閉会挨拶（SGEC梶谷事務局長） 

多くの人にご参加いただき，講師の皆さんから貴重なご意見を頂戴した。まず，志賀先生から

地域の連携，管理ユニットの定義や具体的な内容の問題を指摘いただいた。土屋先生からは，生

物多様性の動きや関連性をしていき頂き，OECMについては早速対応を行っていけるのではないか

と考えた。淡田さんと宮城さんからは，最近の J-クレジットの動きや連携への声がけをいただい

た。三島さんからは，現地審査についてはさておき，TOF（森林外樹木）の関係は，現行の規格に

はないので，現状を踏まえ検討を行う必要もあると考えた。CoCの関係は，PEFC ST改正の動きを

みて考えていきたいと思う。いずれにしても，そんなに時間がないので，時に応じて，先生方や

皆様の意見をお聞きしたいと思っているので，よろしくお願いいたしたい。  
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